
え
だ
い
ら

福
島
。江
平
遺
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
福
島
県
石
川
郡
玉
川
村
大
字
小
高
字
江
平

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
九
九
年

（平
Ｈ
）
四
月
１
二
〇
〇
〇
年

一
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
調
査
主
体
　
福
島
県
教
育
委
員
会

調
査
機
関
　
⑪
福
島
県
文
化
セ
ン
タ
ー

４
　
調
査
担
当
者
　
⑪
福
島
県
文
化
セ
ン
タ
ー
遺
跡
調
査
課

５
　
遺
跡
の
種
類
　
集
落
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
旧
石
器
時
代
―
中
世

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

江
平
遺
跡
は
、
福
島
空
港
の
南
西
約
二
ｋｍ
の
地
点
に
位
置
し
、
遺
跡
は
阿
武

限
川
東
岸
の
河
岸
段
丘
上
に
立

地
す
る
。
こ
の
付
近
は
古
代
白

河
郡
の
北
端
に
あ
た
り
、
南
東

約

一
〇
ｋｍ
に
は
白
河
郡
家
に
比

定
さ
れ
る
関
和
久
遺
跡
な
ど
が

あ
る
。
本
調
査
は
、
福
島
空

Ｄ

港

。
あ
ぶ
く
ま
南
道
路
の
建
設

懲

に
伴
う
も
の
で
、　
一
九
九
九
年

か
ら
ニ
カ
年
に
わ
た

つ
て
調
査

が
行
な
わ
れ
て
い
る
。　
一
九
九
九
年
度
の
調
査
で
は
、
竪
穴
住
居
四
〇
軒
、
掘

立
柱
建
物
が
入
○
棟
、
土
坑
三
二
六
基
、
溝
七

一
条
、
井
戸
人
基
、
古
墳
二
三

基
な
ど
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
出
土
木
簡
と
同
時
期
あ
る
い
は
連
続

す
る
時
期
の
遺
構
と
し
て
は
、
遺
跡
西
半
の
竪
穴
住
居
群
と
遺
跡
東
半
の
掘
立

柱
建
物
群
が
あ
る
。

竪
穴
住
居
群
は
人
世
紀
中
頃
の
も
の
で
大
型
住
居
を
含
み
、
主
軸
方
向
を
す

べ
て
真
北
に
揃
え
て
計
画
的
に
配
置
し
て
い
る
。
掘
立
柱
建
物
群
は
、
四
面
廂

付
建
物
を
中
心
と
し
、
建
物
の
向
き
や
重
複
関
係
よ
り
、
大
き
く
二
時
期
に
区

分
さ
れ
る
。
前
半
期
は
四
面
廂
付
建
物
を
中
心
と
し
て
ニ
ー
三
棟
の
建
物
だ
け

で
構
成
さ
れ
、
明
確
な
区
画
施
設
を
伴
わ
な
い
。
後
半
期
の
四
面
廂
付
建
物
は
、

前
半
期
の
四
面
廂
付
建
物
よ
り

一
〇
ｍ
ほ
ど
北
側
に
移
動
し
て
建
て
ら
れ
、
同

所
で
三
回
の
建
て
替
え
が
あ
る
。
そ
の
南
側
に
は
二
重
の
溝
や
そ
れ
と
平
行
す

る
柵
列
、
さ
ら
に
門
状
建
物
が
組
み
合
わ
さ
れ
た
区
画
施
設
が
造
ら
れ
る
。
こ

れ
ら
の
建
物
の
年
代
は
、
木
簡
に
記
載
さ
れ
た
年
紀
よ
り
は
若
干
新
し
く
、
人

世
紀
後
半
か
ら
九
世
紀
前
半
頃
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
の
周
辺
か
ら

「寺
」
と
書
か
れ
た
墨
書
土
器
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
や
木
簡
の
記
載
内
容
か

ら
、
本
遺
跡
を
仏
教
に
関
連
す
る
施
設
と
と
ら
え
て
い
る
。

木
簡
は
遺
跡
南
西
部
を
流
れ
る
沢
地
か
ら
出
土
し
た
。
こ
の
沢
地
か
ら
は
他

に
土
師
器
や
須
恵
器
、
竹
製
縦
笛
、
木
製
容
器

・
横
槌

・
鍬
身
な
ど
の
農
耕
具
、

鉄
製
紡
錘
車
、
瓢
箪
や
桃
の
種
子
な
ど
が
出
上
し
て
お
り
、
儀
式
に
用
い
ら
れ

た
祭
祀
具
を

一
括
し
て
投
棄
し
た
可
能
性
を
考
え
て
い
る
。



1999年出上の木簡

８
　
木
簡
の
釈
文

。
内
容

ω
　
。
「最
［酔
配
ぼ
仏
説
大
〔酢
児
征
四
天
王
経
千
容

左
下
端
側
面
が
わ
ず
か
に
欠
損
す
る
が
、
ほ
ぼ
完
形
の
短
冊
型
を
な
す
。
墨

書
は
表
裏
両
面
に
認
め
ら
れ
る
。
裏
面
の

「三
月
□
日
」
の

「□
」
は
、
コ
正

ま
た
は

「三
」
で
あ
ろ
う
。
内
容
は
、
最
勝
王
経
の
う
ち
大
弁
品

・
功
徳
品

・

四
天
王
品
の
三
品
を

「合
千
巻
」
、
加
え
て
大
股
若
経

「百
巻
」
を
砦
万
呂
と

い
う
人
物
が
精
誦
し
た
こ
と
を
記
録
し
た
も
の
と
考
え
る
。
「天
平
十
五
年
三

月
□
日
」
は
、
精
誦
を
終
え
て
本
木
簡
が
書
き
上
げ
ら
れ
た
日
付
だ
ろ
う
。

『続
日
本
紀
』
天
平

一
五
年

（七
四
う

正
月
癸
丑

（
〓
一一日
）
条
に
は
、
正

月

一
四
日
か
ら

「七
七
日
」
す
な
わ
ち
四
九
日
間

（終
了
日
は
三
月
三
日
）、
全

国
各
所
で
金
光
明
最
勝
王
経
を
転
読
さ
せ
、
ま
た
大
養
徳
国

（大
和
国
）
の
金

光
明
寺
に
お
い
て
法
会
を
行
な
っ
て
天
下
の
模
範
と
す
る
と
あ
る
。
本
木
簡
は
、

こ
の

『続
日
本
紀
』
の
記
載
と
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
。

律
令
国
家
は
、
当
初
は
金
光
明
経

（四
巻
本
。
人
巻
本
）、
神
亀
五
年

（七
二
八
）
以
降
は
金
光
明
最
勝
王

経

（
一
〇
巻
本
）
を
鎮
護
国
家
の
根

本
経
典
の
一
つ
と
し
て
、
全
国
に
配

布
し
、
そ
の
転
読
を
奨
励
し
て
い
た
。

本
木
簡
の
表
面
の

「大
弁
功
徳
四

天
王
」
は
四
天
王
品

。
大
弁
天
品

・

功
徳
天
品
と
三
品
を
列
記
し
て
い
る

点
か
ら
、
金
光
明
経
四
巻
本
の
巻
二

〔般
力
〕

大
□
□
百
窓

Ｌ
合
千
巻
百
巻
謹
砦
万
呂
精
誦
奉
天
平
十
五
年
三
月
□
日
　
」

∞
卜
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Ｐ



を
用
い
て
精
誦
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
政
府
が
金
光
明
最
勝
王
経

一
〇
巻
本
の
普
及
を
奨
励
し
た
が
、
天
平
期
の
諸
国
正
税
帳

（例
えゝ
ば
天
平
一

一
年
度
伊
豆
国
正
税
帳
で
は

「金
光
明
経
四
巻
」
と
み
え
る
）
か
ら
明
ら
か
な
よ
う

に
、
天
平

一
五
年
段
階
で
も
地
方
で
は
金
光
明
経
四
巻
本
を
使
用
し
て
い
た
こ

と
を
裏
付
け
て
い
る
。

裏
面
の

「…
精
誦
奉
」
の
記
載
方
法
に
つ
い
て
は
、
経
典
名
は
異
な
る
が
大

般
若
経
で
は
、　
一
五
世
紀
前
半
ま
で
は

「…
大
股
若
経
転
読
奉
」
と
い
う
記
載

方
式
だ
っ
た
が
、　
一
五
世
紀
後
半
―
末
頃
に

「奉
転
読
股
若
経
…
」
と
い
う
形

に
変
化
す
る
と
推
測
さ
れ
て
い
る

（嶋
谷
和
彦

「中
世
遺
跡
出
土
の
大
般
若
経
転
読

札
」
ｑ
網
千
菩
教
先
生
華
甲
記
念
　
考
古
学
論
集
』

一
九
八
八
年
ご
。
本
木
簡
の
記

載
は
前
者
の
方
式
に
合
致
し
、
本
木
簡
は
、
中
世
以
降
の
大
般
若
経
転
読
札
の

先
駆
け
と
な
る
こ
と
も
指
摘
で
き
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
律
令
国
家
が
命
じ
た
金
光
明
最
勝
王
経
の
転
読
が
諸
国
で

実
際
に
励
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
、
本
木
簡
の
発
見
に
よ
つ
て
、
は
じ
め
て
陸

奥
国
南
部
の
山
間
部
に
お
い
て
、
し
か
も
大
寺
院
で
は
な
く
簡
素
な
仏
教
施
設

と
思
わ
れ
る
場
に
お
い
て
立
証
し
た
意
義
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。

な
お
木
簡
の
解
釈
に
は
、
新
川
登
亀
男
氏
よ
り
御
教
示
を
頂
い
た
。

９
　
関
係
文
献

福
島
県
教
育
委
員
会

・
⑭
福
島
県
文
化
セ
ン
タ
ー

『福
島
空
港

・
あ
ぶ
く
ま

南
道
路
遺
跡
発
掘
調
査
報
告

一
二
』
０
一〇
〇
一
年
刊
行
予
定
）

（福
田
秀
生
・
平
川
　
南

〈国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
し

だ
い
に
ち
み
な
み

宮
攀

大
日
南

遺
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
宮
城
県
多
贅
城
市
高
橋
字
大
日
南

・
大
日
北

・
門
間
田

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
九
九
年

（平
Ｈ
）
一
一
月
―

一
二
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
多
賀
城
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー

４
　
調
査
担
当
者
　
石
川
俊
英

・
齋
藤
　
稔

５
　
遺
跡
の
種
類
　
屋
敷
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
中
世

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

大
日
南
遺
跡
は
特
別
史
跡
多
贅
城
跡
の
南
西
約
二
ｋｍ
に
位
置
し
、
海
抜
四
ｍ

前
後
の
微
高
地
上
に
立
地
し
て
い
な
。
本
遺
跡
の
北
側

一
〇
〇
ｍ
ｔ
二
〇
〇
ｍ

に
東
西
に
延
び
る
七
北
田
川
の

旧
河
道
が
あ
り
、
中
世
に
は
冠

川
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
調
査
で
は
、　
一

三
世
紀
―
近
世
初
頭
に
か
け
て

の
遺
構
を
多
数
発
見
し
て
い
る
。

ｏ

特
に

一
五
世
紀
―

一
六
世
紀
に

仙

か
け
て
、
溝
で
囲
ま
れ
た
い
く

つ
か
の
屋
敷
跡
の
存
在
が
判
明




